
○児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）（抄） 

第六条の三 （略） 

１～９ （略） 

１０ この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。  

一 保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該

保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設（利用定員

が六人以上十九人以下であるものに限る。）において、保育を行う事業  

二 満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を

勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについ

て、前号に規定する施設において、保育を行う事業 

１１～１４ （略） 

 


